
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

　
令
和
８
年
度
に
お
い
て
、
茨
城
県
南
水
道
企
業

団
が
行
う
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
の

申
請
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
提
出
書
類
な
ど

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
茨
城
県
南
水
道
企
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
と
め
よ
う
！！
国
際
電
話
詐
欺

　
「
＋
」
か
ら
始
ま
る
国
際
電
話
を
利
用
し
た
ニ

セ
電
話
詐
欺
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
「
国
際
電
話
不
取
扱
受
付
セ
ン
タ
ー
」
に
電
話

し
て
申
し
込
み
を
す
る
と
、
国
際
電
話
の
発
着
信

を
簡
単
・
無
料
で
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ニ
セ
電
話
詐
欺
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
「
電
話
は
全
て
留
守
番
電
話
設
定
！
」、「
知
ら

な
い
電
話
番
号
に
は
出
な
い
、折
り
返
さ
な
い
！
」

を
心
が
け
る
と
と
も
に
、
国
際
電
話
を
利
用
し
な

い
方
は
「
国
際
電
話
利
用
停
止
」
の
申
し
込
み
を

し
て
ニ
セ
電
話
詐
欺
の
被
害
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト

し
ま
し
ょ
う
！

○
国
際
電
話
不
取
扱
受
け
付
け
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
1
2
0
‐
2
1
0
‐
3
6
4

○
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
案
内　

　
平
日
午
前
９
時
～
午
後
９
時

○
自
動
音
声
案
内　
平
日
、
土
・
日

　
曜
日
、
祝
日
24
時
間

　
茨
城
県
警
察
で
は
防
犯
ア
プ
リ
「
い
ば
ら
き
ポ

リ
ス
」
で
、
地
域
の
犯
罪
発
生
状
況
や
不
審
者
情

報
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
「
い
ば
ら
き
ポ
リ
ス
」
で
検

索
、
ま
た
は
右
記
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
込
み

問
取
手
警
察
署　
0
2
9
7
‐
77
‐
0
1
1
0

　
取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
す
る
は
か
り
は
、
２
年

に
１
回
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
町
に
お
い
て
も
、
下
記
日
程
に
よ
り
定
期
検
査

を
実
施
し
ま
す
の
で
、必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
在
場
所
で
の
検
査
を
希
望
す
る
場
合

は
、
茨
城
県
指
定
定
期
検
査
機
関
に
よ
る
所
在
場

所
検
査
ま
た
は
計
量
士
に
よ
る
巡
回
検
査
制
度
も

あ
り
ま
す
。

は
か
り
（
特
定
計
量
器
）
定
期
検
査

▼
日
時　
12
月
22
日
㈪

　
午
前
10
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～
3
時

▼
場
所　
利
根
町
臨
時
計
量
検
査
所

　
（
利
根
町
役
場 

公
用
車
車
庫
内
）

▼
当
日
持
参
す
る
も
の

①
手
数
料

　
（
１
台
あ
た
り
５
２
０
円
～
３
０
０
０
円
位
）

②
受
検
通
知
ハ
ガ
キ

③
は
か
り
（
分
銅
、
お
も
り
も
必
ず
持
参
）

�

問
ま
ち
未
来
創
造
課　
商
工
観
光
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
４
）

・
茨
城
県
指
定
定
期
検
査
機
関　
一
般
社
団
法
人

　
茨
城
県
計
量
協
会

　
☎
０
２
９
‐
２
２
５
‐
７
９
７
３

・
茨
城
県
計
量
検
定
所　
指
導
課

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
２
７
６
３

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
伴
い
、
所
得
税
の
基

礎
控
除
お
よ
び
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し
な
ど
が

行
わ
れ
、
12
月
以
降
に
行
う
年
末
調
整
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。

　
詳
細
は
、左
記
二
次
元
コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
０
５
７
０
‐
02
‐
４
５
６
２（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

竜
ケ
崎
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
本
講
演
会
で
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
関
す
る

最
新
の
知
識
や
予
防
方
法
に
つ
い
て
、
医
師
、
看

護
師
、
薬
剤
師
、
お
よ
び
管
理
栄
養
士
が
分
か
り

や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

▼�

日
時　
12
月
7
日
㈰　
午
後
１
時
～
３
時  

（
午
後
０
時
30
分　
開
場
）

▼�

場
所　
筑
波
大
学
附
属
病
院　
桐
の
葉
モ
ー
ル 

2
階
講
堂
（
茨
城
県
つ
く
ば
市
天
久
保
2
丁
目

1
番
地
1
）

※�

駐
車
場
は
、
外
来
用
の
立
体
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
定
員　
先
着
80
名
（
事
前
申
し
込
み
必
要
）

▼�

内
容
　
成
人
喘
息
、食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
、ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
、
エ
ピ
ペ
ン
の
正
し
い
使
い
方
な
ど

▼
費
用　
無
料

▼
申
込
期
間　
1２
月
４
日
㈭

　

�
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
お
電
話
よ
り
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※�

定
員
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
終
了

�

問
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
医
療
拠
点
病
院
事
業

　
筑
波
大
学
附
属
病
院
総
務
部　
医
療
支
援
課　

　
☎
０
２
９
‐
８
５
３
‐
５
６
７
３　
朝
日

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
住
民
向
け
講
演
会

▼
有
効
期
限　
令
和
８
年
度
（
令
和
８
年
４
月
１

　
日
㈬
～
令
和
９
年
３
月
31
日
㈬
）

▼
受
付
期
間　

　
11
月
１
日
㈯
～
11
月
30
日
㈰
※
当
日
消
印
有
効

▼
提
出
方
法 　
郵
送

▼
申
請
業
種
区
分

①
建
設
工
事
関
係

②
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
関
係

③
物
品
製
造
な
ど
、
役
務
提
供
、
そ
の
他

問
茨
城
県
南
水
道
企
業
団　
総
務
課
庶
務
係

　
☎
０
２
９
７
‐
66
‐
５
１
３
1
㈹

https://w
w
w
.ibananw

w
.ne.jp
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男女共同参画ってなあに？　Part 139

11 月は「男女共同参画推進月間」＆
「女性に対する暴力をなくす運動」

男女共同参画推進月間とは
　県では、職場や地域、家庭などにおける男女共同参画への関心と理解を深め、さまざまな活動が積極的に行われるよう、
県の男女共同参画推進条例に基づき、毎年 11月を男女共同参画推進月間と定めています。
　町においても、11月は「利根町地場産業フェスティバル」での啓発イベントの実施や、役場イベントホールにて男女
共同参画に関するパネルなどを掲示し、男女共同参画社会に関する周知啓発に努めています。

「女性に対する暴力をなくす運動」 ― 11月12日 ～ 25日 ―
　配偶者・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント、
ストーカー行為など女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題であり、
いかなる理由があっても許されるものではなく、現状として多くの方が被害に遭っています。
　暴力の主な原因として、家庭や職場など社会における男女の固定的役割分担意識や男女の
経済格差などが挙げられますが、男女があらゆる分野において対等なパートナーとして活躍
する男女共同参画社会を形成するためには、解消すべき重要な課題となっています。
　さらに、近年、若年女性が、性を売り物とするいわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業により、
性的暴力の被害にあったり、モデルやアイドルなどへの勧誘をきっかけにアダルトビデオへの出演を強要される被害に遭
うことが、社会問題になっています。
　この問題に対し、加害者と被害者を生まないために、この運動をきっかけに暴力や人権尊重について考えてみませんか。

相談窓口一覧　～DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。年齢・性別問わず相談できます～

性犯罪・性暴力　※ AV 出演被害に関する相談もできます

●性暴力被害者サポートネットワーク茨城　（はやくワンストップ「＃８８９１」）
　電話：「＃８８９１」もしくは「０１２０－８８９１－７７」または「０２９－３５０－２００１」
　時間：平日９：00～ 17：00（女性相談員が対応します）
　※上記の時間は、いばらき被害者支援センターが対応し、夜間休日は、内閣府のコールセンターが対応します。

●茨城県警察　性犯罪被害相談（勇気の電話「＃８１０３」）
　電話：「＃８１０３」または「０１２０－２１－８１０３」【24時間受け付け】
　

配偶者・交際相手からの暴力

●茨城県配偶者暴力相談支援センター（DV相談ナビ「＃８００８」）
　専門の女性相談員があなたと一緒に考え問題解決のために助言。相談は無料、秘密厳守、匿名相談も可。
　電話は「＃８００８」もしくは「０２９－２２１－４１６６」へ。
　相談時間は平日９：00～ 21：00　土・日曜日、祝日９：00～ 17：00

問い合わせ　政策企画課　政策企画係　☎６８－２２１１（内線３３８）

凡例＝問問い合わせ /　申し込み

年末調整

源泉所得税

取手北相馬休日夜間診療所（内科・外科）
取手市野々井１９２６番地
（取手北相馬保健医療センター医師会病院内）
☎０２９７－７８－６１１１
※必ず事前に医療機関に電話をしてください。
診療時間　土曜日：17時～翌朝 9時
　　　　　日曜日、祝日・年末年始：9時～翌 9時

休日・夜間の受診が必要なとき

050-5445-2856

受診を迷ったり・誰かに相談したいとき


